
後期高齢者医療資格確認書 有効期限
被 保 険 者 番 号

氏 名
生 年 月 日
資格取得年月日
交 付 年 月 日

負 担 割 合
負担割合発効期日
限度区分・発効期日
長期入院該当日
特定疾病区分・発効期日
保 険 者 番 号

保 険 者 名

性  別

富山県後期高齢者医療広域連合

令和○年○月○日

１２３４５６７８

○○○○○○○○

広域　一郎

○割

男○年○月○日
○年○月○日

令和○年○月○日

令和○年○月○日
○○　令和○年○月○日

令和○年○月○日
○　　令和○年○月○日

資格確認書・資格情報の
お知らせの交付について ̶ 資格確認書（みほん） ̶

̶ 資格情報のお知らせ（みほん） ̶

有効期限
資格確認書の有効期限です。使用の際は期限に注意してください。

カード型に切り取って
マイナ保険証と一緒に
携帯できます。
（このお知らせのみで
は受診できません）

任意記載事項

・被保険者番号
・氏名
・負担割合
・有効期限
・発効期日
・交付年月日

A4・紙

限度額適用区分や特定疾病の認定情報等を
申請により追加で記載することができます。

負担割合
医療機関で診療を受けたときに
支払う一部負担金の割合です。
負担割合発効期日
一部負担金の割合が有効になった
日です。

資格取得年月日
後期高齢者医療制度に加入
した日です。
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　「マイナ保険証（※1）の保有状況にかかわらず、す
べての後期高齢者医療被保険者に対して資格確認書
を交付する」という暫定措置が令和8年7月で終了し、
原則、マイナ保険証の利用状況に応じた交付に切り
替わります。

※1.保険証利用登録がされたマイナンバーカードのこと。
※2.マイナ保険証を利用することができない要配慮者（介助が

必要な人等）が「資格確認書」の継続交付を希望する際に
行う申請のこと。

●令和8年8月以降の取扱いについて
【85歳以上の人全員】
　昨年度と同様、「資格確認書」を送付します。

【84歳以下でマイナ保険証を持っている人】
　マイナ保険証を利用しましょう。
　また、直近1年間の利用実績に応じて「資格確認書」
または、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できる
「資格情報のお知らせ」のいずれかを送付します。

【84歳以下でマイナ保険証を持っていない人】
　昨年度と同様、「資格確認書」を送付します。

【継続交付申請（※2）をしている人】
　昨年度と同様、「資格確認書」を送付します。

「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんので、
ご注意ください。
マイナンバーカードの読み取り機が故障している場合
や、読み取り機を設置していない医療機関等では、マ
イナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を
提示することで保険適用されます。

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の比較

マイナンバーカードに
記載されていないご自
身の後期高齢者医療保
険の資格情報を簡易に
把握できるようにする
ためのものです。

（注）

●裏面に住所記載欄があります。
●資格確認書で臓器提供の意思表示ができます。
　記入するかどうかはご本人の判断で、必ずしも記入する必要はありません。
　意思表示の内容を知られたくない人は、保護シールをご利用ください。


